
 

新型コロナ貸付の返済にどう対応するか? 

◎ 借入一本化の例 

 現状 

借入 : 500 万円 

借入期間 : 5 年 

計 3 本  毎月返済額 : 252,000 円 

 借入一本化後 

借入 : 1,500 万円 

借入期間 : 20 年 

計 1 本  毎月返済額 : 62,000 円 

※ 毎月返済額は元金均等返済で計算した元金返済額です。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

借入一本化で返済額を軽減 
新型コロナ貸付の実施から約 2 年が経ち、据置期

間が終わり返済が始まる企業は少なくありません。こ
れにより、コロナ以前の借入がある場合、返済が始ま
ると、当然のことですが、これまで以上に返済額が多く
なりますので、その分の資金を確保しなければなりま
せん。 

まずは、現在の利益からどれだけ返済に回せるかを
検討し、利益確保が難しければ固定費の削減などの
改善を行うことが必要です。 

借入が多ければ借入一本化を行い、月々の返済額
の軽減を図ることを検討しましょう。但し、毎月の返済
額は軽減できるのですが、借入期間の長期化で利息
の負担は大きくなります。長期的な目線で検討するこ
とが必要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、借入の種類によっては一本化できない場合等

もありますので、自社の借入が一本化に対応できるか、
金融機関に相談することが第一です。 

なお、民間金融機関の借入一本化については、各
金融機関に確認してみましょう。 

返済額の軽減だけでなく 
改善計画もセットで検討する 

返済額は軽減できても、コロナ禍が続けば、業績が
再悪化する可能性もありますので、業績の改善も行わ
なければなりません。特に利益の確保は不可欠です。
借入期間が長くなった分に伴い、中長期的な経営計
画を考えましょう。 

世の中がどのように変化しようとも、利益を出し続
け、資金繰りが好転するような会社への体質改善に着
手しましょう。 

「中小企業活性化パッケージ」では認定支援機関
による伴走支援強化についても盛り込まれています。
伴走支援には「ポストコロナ持続的発展計画事業」な
どがあり、改善計画の策定費用の一部補助、計画実
行のためのフォローアップや助言などの支援があります。 

今後、融資が必要な場合は 
利益確保の根拠が求められる 

売上増加を図るための新規開拓などの改善計画を
策定する際、どうしても資金が必要になる場合もあり
ます。その場合は、金融機関に、新規借入を織り込ん
でも返済原資の確保が見込まれることがわかる資料
を添えて説明しましょう。また返済額については、一本
化後でも、利益が十分に確保できる金額に設定する
など、よく検討しましょう。 

しかし、借入がさらに増えることになるので、申し込
みは慎重に判断する必要があります。融資には、いくら
借りることができるといった絶対的なものはなく、その
ときの状況などで判断されることが多いのです。その
ためにも、月次決算で会社の財務状況を常に把握し
ておくようにしましょう。 

出典：TKC 事務所通信 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2022 年 8 月 第 337 号 

～  中 期 経 営 計 画 教 室 の ご 案 内  ～  

■今月の開催日時： 

令和 4 年 8 月 18 日（木）10：00～17：00   

※毎月第三木曜日開催  

■会  場：ベイヒルズ税理士法人 セミナー室  

■参加費：弊社顧問先様 1 日 33,000 円（税込） 

一般の方    1 日 55,000 円（税込）       

※詳細のお問い合わせ、お申し込みは、045-450-6701 

（担当 MAS 課）までご連絡ください。 

～  夏 季 休 業 の お 知 ら せ  ～  

誠に勝手ながら、下記期間を夏季休業とさせていただきま

す。何かとご不便をおかけいたしますが、ご理解の程宜しく

お願い申し上げます。        

期間：令和 4 年 8 月 10 日（水）～15 日（月） 

＊8月 16 日（火）より通常通り営業いたします 


